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 まちづくりパートナー 市民予算枠審査委員会 行 政（総合政策Ｇ） 

    

平成２8年

１月 

   

２月    

３月    

４月    

５月    

６月    

７月    

８月    

９月    

10月    

11月    

12月    

提案→採択→評価のスケジュール ３ 
まちづくりパートナー登録申請 

↓ 

市の事業担当グループと相談・調整 

・協働して行う取組みの内容を考

え、提出書類を整える。 

２月上旬 書類審査 

・提案書を基に、書類

審査を行います。 

1/29（金）   

市民予算枠事業（協働推進型） 

提案書を市へ提出 

２月中旬～下旬 市民予算枠事業審査委員会（公開審査） 

・提案書と、提案者と事業担当グループからのプレゼンテーションを基に、ヒアリングを

実施します。 

提案者へ 

審査結果通知 

交付金の申請 交付金の交付 

 

 

 

事業の実施 

 

 

 

活動等を見学・参加 

審査結果の公表 

 

 

 

 

～６月頃、追加提案募集 
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 まちづくりパートナー 市民予算枠審査委員会 行 政（総合政策Ｇ） 

平成 29 年 

１月 

   

２月    

３月    

４月    

５月    

 

1/13（金）   

市民予算枠事業（協働推進型） 

中間実績報告書を市へ提出 

２月中旬～下旬 市民予算枠事業審査委員会（評価） 

・市民予算枠事業審査委員会による公開評価を行います。 

・中間実績報告書と、実施団体と事業担当グループからのプレゼンテーションを基に、

ヒアリングを実施します。 

提案者へ 

評価結果通知 

3/10（金）   

市民予算枠事業（協働推進型） 

実施計画書を市へ提出 

・評価の結果に応じて、最長３

年間、無審査で事業を継続す

ることができます。 

・継続する場合は、翌年度の実

施計画書を提出していただ

きます。 

4/1４（金） 

（又は事業完了から 15日以内） 

市民予算枠事業（協働推進型） 

完了報告書を市へ提出 

成果（評価結果）公表 


